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時間外労働の上限規制の導入(労働基準法) 

［施行時期］ 

区分 施行時期 

大企業 2019年 4月 

中小企業 2020年 4月 

 

2019 年度の社会保険労務士試験の法改正の目玉は、働き方改革に絡む法改正ですが、そ

の中で特に、労働基準法の「時間外労働の上限規制」が大きな改正点になります。 

 

①限度時間…労使間での 36協定が前提 

改正前 改正後 

 

 原則 １年単位 

１週間 １５時間 １４時間 

２週間 ２７時間 ２５時間 

４週間 ４３時間 ４０時間 

１カ月 ４５時間 ４２時間 

２カ月 ８１時間 ７５時間 

３カ月 １２０時間 １１０時間 

１年間 ３６０時間 ３２０時間 

１年単位：対象期間が３カ月を超える場合 

 

 

 原則 １年単位 

１カ月 ４５時間 ４２時間 

１年間 ３６０時間 ３２０時間 

１年単位：対象期間が３カ月を超える場合 

 

改正前は、細かく期間に応じて限度時間が決められていましたが、改正後は、１カ月と１年

間という期間でシンプルになっています。 

 

上記の限度時間を超えて労働時間を延長する場合の措置として、特別の事情（臨時的なもの

に限る。）の場合、「特別条項付き協定」により限度時間を超えることが可能でしたが、 

具体的な上限時間等は明記されていませんでした。 
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今回の改正では、具体的な時間が明記され、併せて、罰則の規定が盛り込まれています。 

改正前 改正後 

特別条項による延長時間について、上限等

が法律で明確化されていない。事実上、無

制限に残業をすることができました 

① 年間 720時間以内 

② 単月 100時間未満 

③ 2カ月ないし 6カ月の平均 80時間以内  

⇒1 か月の限度時間を超えて働かせられるの

は 1年のうち 6か月以内 

（①と②：法定休日労働の労働時間を含めない。 ③：法定休日労働の労働時間を含める。） 
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上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または 30万円以下の罰金が科

せられます。 

 

 

労使協定の締結 臨時的な特別の事情がある場合 

 

年間 720時間を上限に、休日労働も含めて 

「連続する 2カ月から 6カ月平均で月 80 時間以内」 

「単月で 100時間未満」 

「原則である月 45時間を上回る回数は年 6回まで」 


